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(４)　事業所の所在地　　 沖縄県那覇市寄宮２丁目５番地８号リブラハウス１階

(３)　事業所の名称　　　 寄宮偕生園デイサービスセンター

ご利用者の人間性、自主性を重んじご利用者ひとり一人に沿った介
護サービスの提供を行ってまいります。また地域に施設機能を開放
することにより常に地域との交流の場を設け、地域社会と偕(とも)
に生きることを実践してまいります。

(８)　開設年月日　　　　　　平成２９年８月１日

サービス提供時間
1単位目：９：００～１２：１５

　土、日、祝日、５月３日～５月５日、旧暦７月１５日
　１２月２９日～１月３日

(６)　事業所長(管理者)　　我部　美幸

休　業　日

３．事業所実施地域及び営業時間

　月～金　

(９)　利 用 定 員　　　　　 １単位目：１５人　　２単位目：１５人　

(７)　当事業所の
        運営方針

１．事業者：施設経営法人

２．事業所の概要

１名以上

(５)　電 話 番 号　 　　 ０９８-８５１-７７５０　（FAX）０９８‐８５１-７９８９

(１)　事業所の種類　　介護予防通所介護相当サービス事業所　(沖縄県第４７９０１００５３３号)

(１)　法　人　名　　社会福祉法人　偕生会

(３)　電 話 番 号　 ０９８－８８６－２８４４　

(５)　設立年月日　　昭和４７年５月９日

(４)　代表者氏名　　理事長　安 里　政 晃

(２)　法人所在地　　沖縄県那覇市字首里石嶺町４丁目３９０番地

(１)　通常の事業の実施地域　　那覇市

(２)　営業日及び営業時間

営　業　日

 １．事業所長
　   (管理者)

 ２．介護職員

 ３．生活相談員

 ４．看護職員

当事業所では、ご利用者に対して指定介護予防通所介護サービスを提供する職員として以下の職種の
職員を配置しています。(常勤換算）

受　付　時　間

(２)　事業所の目的　　ご利用者の健全で安定した在宅生活の助長、社会的孤立感の解消
　　　　　　　　　　　心身機能の維持向上等を図るとともにそのご家族の身体的精神的
　　　　　　　　　　　負担の軽減を図ることを目的とします。

　月～金　８：３０～１７：３０

１名以上

2単位目：１３：００～１６：４５

職　員

１名以上

１名以上

１名以上

 ５．機能訓練
 　　指導員

事業所従業者の管理及び業務の管理を行います。又、他の従業者と協
力して通所介護計画の作成等を行います。

職　務　内　容

ご利用者の心身の状況等を的確に把握し、必要な介護や健康管理、送
迎等その他必要な業務の提供を行います。

事業所に対する指定介護予防通所介護利用の申し込みに係る調整、ご
利用者に対する相談助言及び技術指導を行い、又他の従業員と協力し
て通所介護計画の作成等を行います。

ご利用者の健康管理の他、ご利用者に対し必要な援助を行います。

日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練指導、助
言を行います。

４．職員の配置状況

職　種
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（2）利用料金の全額をご利用者に負担していただく場合 がございます。

5回以上利用の場合
1月あたり／1,798単位

④　健康チェック
・ 施設看護師による健康チェックを行い、不調の相談に応じます。

⑤　その他
・水分の補給 ・情報提供（健康、栄養、病院など）

（1）サービス利用料

☆ ご利用者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいった
   んお支払いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険
   から払い戻されます(償還払い)。また、居宅介護サービス計画が作成されていない場合
   も償還払いとなります。償還払いとなる場合、ご利用者が保険給付の申請を行うために
 　必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します

☆　経済状況の著しい変化がある場合、相当な額に変更することがあります。その場合、事
   前に変更の内容と変更する理由について、変更を行う２ヵ月前までにご説明します。

要支援２
週に2回利用

月に8回利用まで
1回あたり／447単位

9回以上利用の場合
1月あたり／3,621単位

介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ 上記単位合計の９％

前記の基本料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改訂された場合は、これら基本
利用料も自動的に改訂されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料を書面でお知らせし
ます。

１．介護職員

２．看護職員

３．機能訓練指導員

勤　務　体　制

 勤務時間：８：３０～１７：３０

 勤務時間：９：００～１６：４５
 ※原則として１名の看護職員が勤務します。

 勤務時間：９：００～１６：４５
 ※原則として１名以上の機能訓練指導員が勤務します。

５．当事業所が提供するサービスと利用料金

当事業所では、ご利用者に対して以下のサービスを提供します。
当事業所が提供するサービスについては

（1）利用料が介護保険から給付される場合

　当事業所では、サービスを利用した場合の「基本利用料」は以下の通りであり、お支払いいた
だく「利用者負担金」は、原則として負担割合証に応じた基本利用料の1割か2割または3割の額で
す。ただし、介護保険の支給限度額を超えてサービスを利用する場合、超えた額の金額をご負担
いただきます。

【基本部分】(令和6年5月改定）

介護区分 単位数

要支援１（または事業対象）
週に1回利用

月に4回利用まで
1回あたり／447単位

５．利用料

《サービスの概要》

① 送迎サービス
・ご自宅と事業所間の送迎サービスを行います。但し、通常の事業所実施地域外からのご利用の
場合は、交通費実費をご負担いただきます。

② 個別機能訓練
・機能訓練指導員により、ご利用者の心身の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能の回
復又はその減退を防止するための訓練を実施します。

③　生活相談
・ご自宅での介護上の悩みなどなんでもご相談ください。

職　種

<主な職種の勤務体制>
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（2）介護保険の給付対象とならないサービス

　以下のサービスについては、利用料金の全額がご利用者の負担となります。

(３)　利用料金のお支払い方法　

 前記(１)(２)の料金・費用は、１ヵ月ごとに計算しご請求しますので、
利用月の翌月末日までに下記のいずれかの方法でお支払い下さい。

　ア．下記指定口座への振り込み
　　　　社会福祉法人　偕生会
　　　　　理事長　安里　政晃
　　　　沖縄銀行　石嶺支店　普通預金　１５５９１１４

　イ．金融機関口座から自動引き落とし
　　　(１回につき１１０円の手数料がかかります)
　　　ご利用できる金融機関：各金融機関

☆ 経済状況の著しい変化がある場合、相当な額に変更することがあります。その場合、事
   前に変更の内容と変更する理由について、変更を行う２ヵ月前までにご説明します。

《サービスの概要と利用料金》

① 介護保険給付の支給限度額を超える通所介護サービスの利用
　 ・介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用される場合は、サービス利用料
　　 金の全額がご利用者の負担となります。

② 複写物の交付
　 ・ご利用者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必
　　 要とする場合には実費をご負担いただきます。 利用料金：１枚につき１０円

③ 日常生活上必要となる諸費用実費
　 ・日常生活に要する費用で、ご利用者に負担していただくことが適当であるものにか
　　 かる費用を負担していただきます。〈例〉オムツなど
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(４)　利用の中止、変更、追加　

６．事故発生時の対応

７．苦情の受付について　

(１)　当事業所における苦情の受付

(２)　行政機関その他苦情受付機関

○ 利用予定日の前に、ご利用者の都合により、サービスの利用を中止又は変更、もしくは新たな
サービスの利用を追加することができます。この場合にはサービス実施日の前日までに事業者に申
し出て下さい。

事業所は、事故が発生又は再発する事を防止する為、次の各号に定める措置を講ずる。
　
（1）事故が発生した場合の対応、報告の方法等が記載された事故発生の防止の為の指針を
　　 整備すること。
（2）事故が発生した場合、又はそれに至る危険性がある事態が生じた時には、その事実が
     報告され、その分析を通じた改善策について職員の周知徹底する体制を整備すること。
（3）事故発生防止の為の委員会を設置し、職員に対する研修を定期的に行うこと。
（4）（1）から（3）の措置を適切に実施する為に担当者を設置すること。
（5）サービス利用時等に事故が発生した場合、起きた時の状況や事故内容、利用者の状態を
　　 必要に応じて管轄する市町村、利用者家族、居宅介護支援事業所等に報告するものとす
     る。

○ サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働状況によりご利用者の希望する期
間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時をご利用者へ提示して協議します。

 当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。
 　○ 苦情受付窓口：担当　我部　美幸
　　　　　　　　　　電話　０９８-８５１-７７５０
 　○ 受 付 時 間 ：月曜日～金曜日（８：３０～１７：３０）

 所 在 地：那覇市西３丁目１４番地１８号
 電話番号：８６０－９０２６　(FAX：電話兼用)
 受付時間：９：００～１７：００(土・日・祝祭日除く)
 所 在 地：那覇市泉崎１丁目１番地１号
 電話番号：８６２－９０１０
 受付時間：９：００～１７：００(土・日・祝祭日除く)

 所 在 地：那覇市首里石嶺町４丁目３７３番地１
 電話番号：８８２－５７０４　　FAX：８８２－５７１４
 受付時間：９：００～１７：００(土・日・祝祭日除く)
 Ｅ-mail ：kuzyou＠okishakyo.or.jp

沖縄県国民健康
保険団体連合会

那覇市健康福祉部
ちゃーがんじゅう課

沖縄県サービス
運営適正化委員会
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 2.専門性と資質の確保・向上を目的とし、必要に応じて認知症介護基礎研修を定期的に行う

サービス提供中に容体の変化等があった場合は、事前の打ち合わせにより、ご家族、かかりつけ
医、救急隊、居宅介護支援事業所等に連絡します。

10．災害時の対応について

地震・台風等の天災、その他事業所の責に帰すべからざる事由により通所介護サービスの実施がで
きなくなった場合には、サービスの提供を中止することがあります。
（非常災害対策）
指定通所介護の提供中に天災その他の災害が発生した場合、従業者は利用者の避難等適切な措置を
講ずる。また、管理者は、日頃から関係機関との協力を密にして非常災害に備えて、定期的に防災
避難訓練を実施する。

11．災害への地域と連携した対応の強化

災害への対応においては、地域との連携が不可欠である事を踏まえ、非常災害対策（計画策定、関
係機関との連携体制の確保、避難等訓練の実施等）が求められる介護サービス事業（通所系・短期
入所系・特定・施設系）を対象に、小多機等の例を参考に、訓練の実施（避難訓練年２回）及び、
災害対策のための備蓄の準備及び管理リストの作成を行い、地域住民の参加が得られる様連携に努
めなければならない事とする。

12．身体拘束について

（1）事業所は、原則として利用者に対して身体拘束を廃止しています。ただし当該利用者又は
　　 他の利用者等の生命または身体の保護、事故の危険がある等やむ得なく、身体拘束を行う
　　 場合があります。その場合は必要な理由や態様、時間等を記載し、家族の同意を得て対応
　　 します。
（2）身体拘束禁止の為の職員に対する研修を実施します。
（3）事業所はサービス提供中に、職員又は養護者よる虐待を受けたと思われる利用者を発
     見した場合は、速やかにこれを居宅介護事業所等へ通報いたします。

13．認知症ケアについて

14．高齢者虐待の防止について

８．サービス利用に当たっての留意事項

 1.認知症である利用者への援助は次の通り取り組むものとする。
（1）個人を尊重し、受容・支持的な態度で優しく接する。
（2）残存機能を活かすように努め、可能な範囲内での機能訓練を実施する。
（3）急激な環境の変化を避けるよう配慮する。
（4）自他共に危険を伴う行為に対しては、環境整備や改善、見守りの体制強化を行う。
     又、家族との連携を密にし、精神安定を図るようにする。

1.当事業所は、利用者の人権の養護・虐待の防止等の為次の措置を講ずる物とする。
（1）虐待防止の為の対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、
　　 従事者に周知徹底を図るものとする。
（2）虐待防止の為の指針を整備するものとする。
（3）虐待を防止する為の従業者の人権意識の向上や知識・技術のための研修を実施する。
（4）上記措置を適切に実施するための担当者を置くものとする。
2.従業者が支援に当たって新任職員及び業務上のストレス・悩み相談のある職員には悩みを相
　談できる体制を整備する。

９．緊急時の対応方法　

（1）施設内での生活は管理者の定める日課に従うこと。ただし特別の事情により日課に従う
　　 ことが困難な場合はその限りではない。
（2）管理者、その他の職員の指導または指示に従い礼節を守り、粗暴な行動をしないこと。
（3）許可なく飲食物を外部より持ち込み飲食しないこと。
（4）無断で施設を離れないこと。
（5）風紀を乱し他人に迷惑をかけることのないよう秩序ある生活を営むこと。
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（

 　　　公表するものとする。

　　  その情報を利用者に対してこれを開示する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　として受講させるための必要な措置を講じる。

（1）事業者は、利用者等の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省
　　 が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダン
　　 ス」を遵守し、適切な取り扱いに努める。
（2）事業所が得た利用者等の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的
　　 では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については、必要に応じて利用者等
　　 の了解を得るものとする。
（3）事業所は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者等の秘密を厳守するべき皆を、従
　　 業者の雇用契約の内容とする。
（4）事業所は、利用者又は利用者の家族の個人情報を用いる場合は、利用者及び利用者の家族
　　 から同意を得ると同時に、あらかじめ事前に同意文書も得るものとする。

15.衛生管理及び通所介護事業者の健康管理

（1）事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水等について、衛
　　 生的な管理に努めます。
（2）事業所は、事業所内において感染症の発生またはそのまん延の防止をするために、必要な
　　 措置を講じます。

17.　利益供与の禁止について

18.　地域との連携、運営推進会議について

１　事業者は、指定居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に特定の事業者による
　　サ－ビスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を給与してはならな
　　い。

１．事業所は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を
　　行う等地域との交流に努める。
（1）事業所は、地域密着型通所介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の
　　 代表者、本事業者が所在する圏域の地域包括支援センターの職員、地域密着型通所介護に
　　 について知見を有する者等により構成される協議会（以下この項において「運営推進会
　　 議」という。）設置し、6月に1回運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進
　　 会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設ける。
（2）事業所は、前項の報告、評価、要望、助言等について、記録を作成するとともに当該記録
　　 を公表するものとする。

19.　記録の整備・保存年限及び記録の開示について

１．利用者またはその代理人からの申し出があった場合には、文書の交付その他適切な方法に
　　よりその情報を利用者に対してこれを開示し、開示の結果、記録の訂正、追加または削除
　　を求めらた場合は。遅滞なく調整を行うものとする。
２．事業所は、指定通所介護に関する記録を整備し、そのサービスの完結の日から５年間は保
　　存するものとする。また、記録保存が必要な記録は以下の通りとする。
　（1）介護予防通所介護計画
  （2）具体的なサービス内容等の記録
　（3）市町村への通知に係る記録
　（4）苦情内容等の記録
　（5）事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録
　（6）報告、評価、養母、助言等の記録
　（7）身体拘束等の対応及び時間、そのさいの利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない
　　　 理由の記録

20.　研修の実施について

１．事業所は、従業員の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業
　　務の執行体制についても検証、整備する。
（1）新人研修・・・・・・・業務内容、運動プログラム等
（2）継続研修・・・・・・・高齢者の病気の特徴・転倒予防・虐待・不適切ケアを防ぐ等
（3）認知症介護基礎研修・・医療・福祉関係の資格を有さない通所介護従業者を対象として
　　　　　　　　　　　　　 受講させるための必要な措置を講ずる。

16．個人情報の取扱いについて　(秘密保持「退職後の秘密保持」)
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　　　業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより利用者へのサービス提供及び従業者の就業

　　　環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。

21.　ハラスメント対策

１．事業所は、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって
　　業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、利用者へのサービス提供及び従業者の就
　　業環境が害されることを防止するための指針の明確化等の必要な措置を講ずるものとす
　　る。

24.　第三者評価の実施の有無

　　無し。

22.　感染症対策

１．事業所は、感染症又は食中毒が発生し、まん延しないように、次の揚げる措置を講ずるも
　　のとする。
（1）感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を策定し、対策委員会等をおお
　　 むね3ヶ月に1回開催するものとする。
（2）関係通知の遵守、徹底を行うものとする。

23.　業務継続に向けた取り組み

１．事業所は、感染症や自然災害が発生した場合であっても、利用者に対し必要なサービスが
　　安定的・継続的に提供できるように努めるものとする。
２．業務継続に向けた計画（業務継続計画・ＢＣＰ）を策定し、感染症や非常災害発生時には
　　計画に従って必要な措置を講ずるものとする。
３．業務継続計画を職員に周知するとともに、必要な研修や訓練を定期的に実施するものとす
　　る。
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令和　  　年　  　月　  　日

　

　

代表者 理事長　安里　政晃

　事業者は、介護予防通所介護相当サービスの提供開始にあたり、ご利用者に対して本書面に基づき重
要事項について説明し、同意を得て交付しました。

法人名 社会福祉法人　偕生会

住 所

連絡先 電 話　098-851-7750    ＦＡＸ 098-851-7989 

説明者

代理人(代筆)

氏 名

家族代表者 住 所

氏 名

（続柄：　　　　）

※この重要事項説明書は、厚生省令第３７号(平成１１年３月３１日)第８条の規定に基づき
  ご利用申し込み者又はそのご家族への重要事項説明のために作成したものです。

　私は、本書面により、事業者から介護予防通所介護相当サービスについての重要事項の説明を受け、サー
ビスを受けることに同意し、本書面を受領しました。

契約者(ご利用者) 住 所

氏 名

事業所 寄宮偕生園　デイサービスセンター

管理者 我部　美幸

（続柄：　　　　）

所在地 那覇市寄宮２丁目５番８号　リブラハウス１階

8



〈重要事項説明書付属文書〉

１．事業所の概要

(１)　建物の構造　　鉄筋コンクリート造　地下1階　地上4階建て

(２)　併設事業

　　　当事業所では、次の事業を実施しています。

　　　【障害児通所支援事業】  令和３年７月５日指定 那覇市第４７５０１０１１０９号 

２．契約締結からサービス提供までの流れ

(１)　「居宅サービス計画(ケアプラン)」がある場合

(２)　「居宅サービス計画(ケアプラン)」がない場合

① 要介護認定を受けている場合

 ④ 通所介護計画が変更された場合には、ご利用者及びそのご家族に対して書面を
　　交付し、その内容を確認していただきます。

　○ 作成された居宅サービス計画(ケアプラン)に沿って、通所介護計画を変更し、
　　 それに基づきご利用者にサービスを提供します。
　○ 介護保険給付対象サービスについては、介護保険の給付額を除いた料金(自己負
　　 担額)をお支払いいただきます。

　ご利用者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方法については、ご利用者を担当
する介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成する「居宅サービス計画(ケアプラン)」がある
場合とない場合で「通所介護計画」作成手順が異なります。

　○ 居宅介護支援事業所の紹介等、必要な援助を行います。
　○ 通所介護計画を作成し、それに基づきご利用者にサービスを提供します。
　○ 介護保険給付対象サービスについては、利用料金をいったん全額お支払いいた
　　 だきます。(償還払い)

居宅サービス計画(ケアプラン)の作成

 ① 介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成した居宅サービス計画(ケアプラン)

 ② 担当者が上記プランに基づき通所介護計画の原案を作成し、ご利用者及びその
　　ご家族に対し、同意を得たうえで決定します。

 ③ 通所介護計画は、居宅サービス計画(ケアプラン)が変更された場合もしくはご利
　　用者及びそのご家族の要請に応じ、変更の必要がある場合には、ご利用者及びそ
　　のご家族と協議し同意を得たうえで変更します。
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② 要介護認定を受けていない場合

３．サービス提供における事業者の義務

　当事業所では、ご利用者に対してサービスを提供するにあたって、次のことを守ります。

介護予防ケアマネジメン
トの作成

 ○ 作成された居宅サービス
　　計画(ケアプラン)に沿っ
　　て通所介護計画を変更し
　　それに基づきご利用者に
　　サービスを提供します。

 ○ 介護保険給付対象サービ
　　スについては、介護保険
　　の給付額を除いた料金(自
　　己負担額)をお支払い頂き
　　ます。

○ 本事業所の通所型サービス（介護予防通所介護相当
　 サービス）が介護予防ケアマネジメントに位置づけ
   られた場合にはサービス内容についてご説明します。
　 同意いただけた場合には通所型サービス（介護予防
   通所介護相当サービス）について改めて契約を締結
   します。
○ 作成された介護予防ケアマネジメントに沿って、
　 通所型サービス計画を作成しそれに基づいて通所型
　 サービス（介護予防通所介護相当サービス）を提供
   します。
○ 通所型サービス(介護予防通所介護相当サービス）に
   ついては総合事業費の給付額を除いた料金(自己負担
   額をお支払いただきます。

要介護と認定された場合 要支援と認定された場合
認定申請せずにサービス事業
対象者・非該当と認定された
場合

 ○ 居宅サービス計画(ケアプ
    ラン)を作成していただき
    ます。
 　 必要に応じて、居宅介護
    支援事業者の紹介等必要
    な援助を行います。

 ○ 契約は終了します
 ○ 介護予防サービス計画・介
護予防ケアマネジメントを作成
し介護予防・生活支援サービス
事業となります。

 ○ 契約は終了します。
 ○ 介護予防ケアマネジ
メントを作成し介護予
防・生活支援サービス事
業対象者となります。

○ 要介護認定に必要な援助を行います。
○ 通所介護計画を作成し、それに基づきご利用者にサービスを提供します。
○ 介護保険給付対象サービスについては、利用料金をいったん全額お支払いいただ
   きます。(償還払い)

居宅サービス計画の作成 介護予防サービス計画・介護予
防ケアマネジメントの作成

① ご利用者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮します。
② ご利用者の体調、健康状態からみて必要な場合には、医師又は看護職員とともに、
   連携のうえ、ご利用者から聴取、確認します。
③ ご利用者に提供したサービスについて記録を作成し、５年間保管するとともに、ご利
   用者又は代理人の請求に応じて閲覧させ、複写物を交付します。
④ ご利用者へのサービス提供時において、ご利用者に病状の急変が生じた場合、その他
   必要な場合には、速やかに主治医への連絡を行う等必要な措置を講じます。
⑤ 事業者及びサービス従事者または従業員は、サービスを提供するにあたって知り得た
   ご利用者又はご家族等に関する事項を、正当な理由なく第三者に漏洩しません。
   (守秘義務) ただし、ご利用者に緊急な医療上の必要性がある場合には、医療機関等に
   ご利用者の心身等の情報を提供します。
 　 また、ご利用者の契約の終了に伴う援助を行う際には、予め文書にてご利用者の同意
   を得ます。
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４．サービスの利用に関する留意事項

施設・設備の使用上の注意　

５．損害賠償について　

６．サービス利用をやめる場合(契約の終了について)　

(１)　ご利用者からの解約・契約解除の申し出

(２)　事業者からの契約解除の申し出

　以下の事項に該当する場合には、本契約を解除させていただくことがあります。

 (３)　契約の終了に伴う援助

　当施設のご利用にあたって、通所介護を利用されているご利用者の活動の場としての快適性、安全性を
確保するため、施設、設備、敷地をその本来の用途に従ってご利用下さい。
　故意に又はわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設、設備を壊したり、汚したりした場
合には、ご利用者に自己負担により現状に復していただくか、又は相当の代価をお支払いいただく場合が
あります。
　当事業所の職員や他のご利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動を行うこと
はできません。
　事業所内での喫煙はできません。

① ご利用者のサービス利用料金の支払いが３ヵ月以上遅延し、料金を支払うように催告したに
   もかかわらず支払われない場合
② ご利用者が正当な理由なくサービスの中止をしばし繰り返した場合、ご利用者の入院もしく
   は病気等により、３ヵ月以上にわたってサービスが利用できない状態であることが明らかに
   なった場合
③ ご利用者又はそのご家族が事業者やサービス従事者又は他のご利用者に対して、本契約を継
   続しがたいほどの背徳行為を行った場合

　契約が終了する場合には、事業者はご利用者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し
  必要な援助を行うように努めます。

 ①ご利用者が介護保険施設に入所した場合
 ②ご利用者の要介護認定区分が、非該当(自立)と認定された場合
 ③ご利用者が死亡した場合

　契約の有効期間であっても、ご利用者から利用契約を解除することができます。
　その場合には、契約終了を希望する日の７日前までに解約届出書をご提出下さい。
　ただし、以下の場合には、即時に契約を解除・解消することができます。

 ①事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合
 ②事業者が守秘義務に反した場合
 ③事業者がご利用者やそのご家族に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合
 ④事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合

　当事業所において、事業者の責任によりご利用者に生じた損害については、事業者は速やかにその損
害賠償をいたします。守秘義務に違反した場合も同様とします。
　ただし、その損害の発生について、ご利用者に故意又は過失が認められる場合には、ご利用者の置か
れた心身の状況を勘酌して相当と認められる場合に限り、事業者の損害賠償責任を減じる場合がありま
す。

　契約の有効期間は、契約締結の日からご利用者の要介護認定の有効期間満了日までですが　契約期間
満了の２日前までにご利用者から契約終了の申し入れがない場合には、契約は更に同じ条件で更新さ
れ、以後も同様となります。
　契約期間中は以下のような事由がない限り、継続してサービスを利用することができますが、仮にこ
のような事項に該当するに至った場合には、当事業所との契約は終了します。
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